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会 議 録 

会 議 名 丸亀市地域密着型サービス運営委員会 

開催日時 令和 5 年 7 月 20 日（木） 午後 2 時 00 分～午後 2 時 41 分 

開催場所 丸亀市役所 2 階 203 会議室 

出席者 

＜出席委員＞ 

会長）黒木 ひとみ、副会長）進 和彦、今田 律子、武田 龍広、岸本 裕司 

近石 恵三、小野 雪絵、星川 美知子 

 

＜欠席委員＞ 

本川 佳代子、森 健太朗 

 

傍聴者 なし 

議 題 

1 地域密着型サービス事業所の指定について 

2 地域密着型サービス事業所の指定更新について 

3 地域密着型サービス事業所の再開について 

4 その他 

発言者 議事の概要及び発言の要旨 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 開会・午後 ２時００分 ― 

 

ただ今より、地域密着型サービス運営委員会を開会いたします。 

本日はお忙しい中、本会にご出席いただき誠にありがとうございます。 

それでは、委員会の開催にあたりまして、黒木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長 挨拶） 

 

ありがとうございました。 

それでは、これ以降、議事に移ることとなりますが、議事に入ります前に、事務的なこ

とを確認させていただきます。 

まず、本委員会は事業所の新規指定申請及び指定更新申請の申請書及び付表を協議の

資料といたしますので、個人情報が含まれる場合には、会議を非公開とすることがあり

ます。そして個人情報等の取扱につきましては、十分注意していただきたいことを申し

あげます。 

 

また、地域密着型サービス運営委員会の議事録につきましては、丸亀市のホームペー

ジに公表するようになっております。公表の仕方については、発言された委員のお名前

についても公表しております。 

議事録の確認につきましては、従来と同様に委員の方全員に見ていただくのではな

く、会長・副会長にお願いしております。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

では、ここからの議事進行につきましては、丸亀市附属機関設置条例第 7条の規定に

より会長が議長となることになっておりますので、黒木会長にお願いしたいと思いま

す。 

 

 

それでは、本日の会議におきます委員の出欠状況を確認いたします。委員総数 10 名

のうち、出席委員 8名、欠席委員 2名で、丸亀市附属機関設置条例による「半数以上の

出席」を満たしているので、この会議が成立しておりますことを報告いたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

 

議事（１）「地域密着型サービス事業所の指定について」事務局より説明をお願いし

ます。 

 

【資料１ 地域密着型サービス事業所の指定について説明】 

 

 

ただ今、『地域密着型サービス事業所の指定について』説明がありました。運営委員

会で承認が得られましたら、新規に指定を行いたいと思います。 

ただ今の説明について、何かご質問等ございますか。 

 

 私の方から。経営者、代表の方が変わることについては、私たちは特に質問をすべき

ことではないということですよね。 

すでに運営をされていて引き続きということなので、特段問題はないと思いますが 

少し質問させていただきます。 

食堂に厨房のようなご飯を作ったりするところはありますか。ご飯を作って提供して

いるのでしょうか。 

 

 デイサービスたいようですが、お弁当の配食サービスを利用しており、おかずはお弁

当をお皿に盛り付けて提供しています。お汁とご飯は事業所で用意する形になります。

写真５で食堂・機能訓練室の机が手前に見えると思いますが、その奥に台所はあります。

そちらでご飯を炊いたり、お汁の用意をしたりしていると聞いています。 

 

 

機能訓練室という名称になっていますが、器具とか、器材とか、道具みたいなものが

あっての訓練になるのですか。 

こちらは定員が 10 名で、非常勤の方ですが看護師も多く、機能訓練指導員もそれぞ

れ 3名ということで、医療系の方が非常に多く感心しているのですが、そういう方で機

能訓練をされるとして、何か道具を使ってということはないのですか。そういうのが見

当たらないのですが。 
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事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

事業所の確認をしました折に、機能訓練室にいわゆる器具のようなものは見当たらな

かったです。また、介護保険法の基準においても、機能訓練室は備えてなければいけな

いという基準はありますが、そこに器具を置かなければいけないという定めは特にない

です。 

 

 

機能訓練指導員の方が多いと思いました。医療系の方もなかなか募集しても来られな

いというところでデイサービス 3名、看護師さんも 3名で多いと思いました。 

 

私の方からもう 1点質問をさせてもらってよろしいですか。 

静養室はベッドではなく畳の上にお布団を敷いているのですか。 

 

静養室としましては、写真 7の畳に布団を敷いております。実際お伺いしたときお昼

寝タイムだったので、寝ている状態で写真を撮らせてもらいました。8ページ右下の写

真ですが、カーテンを閉めているところに３台ほどベッドがありました。実際寝ていた

のでカーテンを開けることはできなかったです。 

 

写真 7の奥に棚がありますが、この棚の上に耐震の補強がされているのか、単に物を

置いているのか読み取れないですが、仮にお布団の上で誰か寝られていて背の高いタン

スが倒れてくるのはどうなのかなと思ったのですが。 

 

この日は人数が少なかったので、ここに布団を敷いて寝ているという説明はされてい

て、常時布団を敷いて寝れる状態になっているかどうかは確認できてないです。もし耐

震の考慮がなかったら、留意していただくような措置をとってもらうようにお願いをし

ていきたいと思います。 

 

もしこの横で本当に寝られる状況でこのお部屋が静養室というのならば、それが必要

なのではないかと思いました。 

 

私の方からもう一つ。座ったままで浴室に入ることができるものについては取付けた

り外したりというような使い方をされるということでしょうか。 

 

写真 11の浴室の中の青いものですかね。 

 

椅子の昇降できるものですね。 

 

これは中に常設でなく、状況に応じて除けたり外したりできます。 

 

介護度 4の方がいらっしゃることだったので、その方が使用されるのかなと思いまし

た。必要でない人の時には、除けるということですね。 
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今田委員 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

ためることができるお湯の量は少ないのですよね。座って入れるように椅子を置いた

のでしょうね。 

 

いろいろな方に対応できるように考えられていますね。 

トイレがカーテンだけになっているのは問題ないのですか。 

 

トイレの手前には職員の方がおりまして、トイレで何か物音が聞こえたらすぐに行け

るように戸で仕切るのではなく、カーテンで音が聞きやすいような対応をしているよう

です。 

 

職員も利用者もほぼそのままということは、今まで通りで安心して利用継続が可能な

事業所ということですね。 

 

他の委員の方からご質問等なければ、「デイサービスたいよう」の指定を承認いたし

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（委員承認） 

 

それでは、議事（２）に移ります。 

『地域密着型サービス事業所の指定更新について』事務局より説明をお願いします。 

 

【資料２ 地域密着型サービス事業所の指定更新について説明】 

 

ただ今の説明については、すでに指定更新を行っていますので、報告ということにな

ります。 

何かご質問等ございますか。 

 

（質疑なし） 

 

それでは、議事（３）に移ります。 

『地域密着型サービス事業所の再開について』事務局より説明をお願いします。 

 

【資料３ 地域密着型サービス事業所の再開について説明】 

 

ただ今、『地域密着型サービス事業所の再開について』の説明がありました。何かご

質問等ございますか。 

早めに再開できたということで非常によかったかなと思います。待っている方も大勢

いると思いますので、職員の方の人材確保は非常に難しいところですが、事業者が頑張

っていたのだと思います。 

他に何かご意見、ご質問等ございますか。なければ予定の議事は以上ですが、その他

として事務局より何かありますか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

（質疑なし） 

 

 

事務連絡を 2点させていただきます。 

1点目、運営委員会の開催予定ですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

指定について申請がありました。事業開始予定日は 10月 1日となっており、9月 7日(木)

午後２時から委員会を開催することになりました。 

2点目です。今年度の施設公募についてですが、第 8期事業計画に定めた整備計画の

うち、小規模多機能型居宅介護事業所が未整備であるため、6 月から公募を開始し、7

月末を〆切としています。 

 

小規模多機能型居宅介護事業所ですが、今のところはないですか。 

 

はい。今のところお声はいただいてないです。 

 

他に皆様からご質問等ございますか。 

 

（質疑なし） 

 

それでは本日の予定はすべて終了いたしました。 

閉会したいと思いますがよろしいでしょうか。 

それでは運営委員会を閉会します。本日は、どうもありがとうございました。 

 

 


